
救急搬送実施基準検討会及び専門部会の実施状況について

１ 見直しの検討方針について

救急搬送実施基準については現在見直しの検討を行っており、救急搬送実施基準を実態に即

したものにするため、平成２６年度には受入れに時間を要する病態の把握を目的に救急搬送実

態調査を実施し課題の分析を行った。

平成２７年度においては、整形外科及び精神科について個別に検討を行うものとする。

２ 検討組織

救急医療協議会【法律上の協議会】

県

救急搬送実施基準検討会

専門部会

実施基準案への意見・了承 実施基準案の提出

専門部会

検討 意見聴取

資料３
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整形外科に関する検討方針について

１ 過去の検討の概要

（１）救急搬送実態調査結果

・ 平成２６年度に実施した救急搬送実態調査では、疾病別傷病者数では整形外科系の搬

送件数が最も多く、特に軽症の割合が多い傾向にあった。

（２）救急医療協議会で出された意見の概要

・ 一次医療機関との連携が問題。そこがきちんとあれば二次，三次に行く必要がなく，課題で

ある。

・ 仙台の場合，２次救急というのは診療科が特化しているところが多いので，なかなか

整形とか外傷系のところというのは受けられる医療機関が少ない。

２ 対応

・ 他都道府県の救急搬送実施基準では、症状、重症度、診療時間別に医療機関リストを

策定している事例もあるため、他都道府県の事例を参考に医療機関リストの策定につい

て検討を行う。

・ 救急告示医療機関等の医療機関リストに加え、一次医療機関も含めた医療機関リスト

の策定についても検討を行う。

３ 実施基準策定方針（案）

第１号分類基準

・他都道府県の実施基準では「緊急性」の項目に「外傷」と掲載しているものが多いが、「緊

急性」ではなく「その他の病態」の項目に「整形外科的外傷」の分類を加える。

第２号医療機関リスト

・平成２６年度に実施した救急搬送実態調査において、軽症の症例が多いという状況がわ

かったため、軽症の受入れが可能と考えられる一次医療機関についてもリストに掲載す

る。

・中等症、重症事案の受け入れ医療機関については「その他の病態」と同様に各地域の救

急告示医療機関等による受入れを基本とする。

・各医療機関に照会し、掲載の可否を確認するとともに、休日、夜間の受入れ可否につい

ても確認し記載する。

第３号観察基準

・既存の観察基準に基づき観察を行う。

第４号選定基準

・既存の選定基準に基づき医療機関を選定する。

第５号伝達基準

・既存の伝達基準に基づき傷病者情報を伝達する。

第６号受入医療機関確保基準

・既存の基準に基づき対応を行う。
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精神科に関する検討方針

１ 過去の検討結果

（１）精神科救急部会身体合併症ワーキンググループで出された意見の概要

・ 身体合併症患者については、一般医療機関、精神科医療機関の双方において受入を断

られやすく、搬送に時間を要している。

・ 身体症状の見落としの危険性があることから、一般救急が窓口となってトリアージを

行う体制が望ましく、診察の結果、身体的治療を要しない患者について、精神科病院へ

転院を行う体制作りが必要である。

２ 対応

・ 救急告示医療機関に対し身体合併症患者の受け入れについて意向確認を行い、医療機

関リストの整理を行う。

・ 身体合併症、精神疾患を分類するため、他都道府県の実施基準を参考に観察基準の策

定を行う。

３ 実施基準策定方針（案）

第１号分類基準

精神疾患疑いについては「専門性・特殊性」の分類として既に基準を策定済み。

第２号医療機関リスト

１ 身体症状が主な場合

既存の病態別医療機関リストに基づき医療機関を選定する。

２ 精神症状が主な場合

既存の精神医療体制に基づき医療機関を選定する。

（１）平日昼間

時間：午前９時～午後５時

体制：かかりつけ医ありの場合：かかりつけ医優先

受診歴無し、かかりつけ医不明の場合：精神科病院優先

（２）土曜日・休日昼間（日曜日、国民の祝日、年末年始（１２／２９～１／３））

時間：午前９時～午後５時

体制：２５病院（病院群輪番制）

（３）通年夜間

時間：午後５時～午後１０時

体制：精神科救急医療システムで定められた医療機関

第３号観察基準

１ 身体症状が主な場合

既存の観察基準に基づき、生理学的評価、重症度・緊急度判断基準に基づく症状別の

観察項目等により観察を行う。
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２ 精神症状が主な場合

・他都道府県の基準を参考に基準策定

・救急隊が活用している基準があれば準用

第４号選定基準

１ 身体症状が主な場合

既存の選定基準に基づき医療機関を選定する。

２ 精神症状が主な場合

（１）平日昼間

①かかりつけ医

②精神科病院

（２）土曜日・休日昼間（日曜日、国民の祝日、年末年始（１２／２９～１／３））

既存の精神科救急システムに基づき医療機関を選定する。（精神科救急情報センターへ連絡）

（３）通年夜間

既存の精神科救急システムに基づき医療機関を選定する。（精神科救急情報センターへ連絡）

※通年午後１０時～午前９時までの体制については精神科救急部会において検討。

第５号伝達基準

既存の伝達基準に基づき傷病者情報を伝達する。

第６号受入医療機関確保基準

現在、医療機関が受入困難事案を受け入れた場合、県が受入医療機関に補助を行う基準

を策定している。その他必要な項目があれば検討する。
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平成２７年度救急搬送実施基準検討スケジュール

１ 第１回救急搬送実施基準検討会

・ 救急搬送実施基準の検討方針について検討。

２ 第１回専門部会

・ 他都道府県の救急搬送実施基準を参考に、救急搬送実施基準の各号について検討。

３ 第２回専門部会

・ 第１回専門部会の意見を基に策定した救急搬送実施基準案について検討。

・ 医療機関リスト掲載可否に関する意向確認調査について検討。

４ 意向確認調査

・ 医療機関リスト掲載候補医療機関に対し、掲載の意向確認調査を実施。

５ 第２回救急搬送実施基準検討会

・ 救急搬送実施基準改正案について検討。

６ 救急医療協議会

・ 救急搬送実施基準検討会及び専門部会での検討結果について報告。

区分 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

救急搬送実施基準検討会 ● ●

専門部会 ● ●

意向確認調査

救急医療協議会 ●
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